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平成27年９月25日（金曜日）

午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．宮崎県まち・ひと・しごと創生統合戦略

の策定について

２．中山間地域の現状と課題及び今後の施策

について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 日 髙 陽 一

委 員 満 行 潤 一

委 員 渡 辺 創

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

委 員 西 村 賢

欠 席 委 員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 茂 雄 二

総合政策部次長
金 子 洋 士

（政策推進担当）

総合政策部次長
興 梠 正 明

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 井 手 義 哉

統 計 調 査 課 長 奥 野 厚 子

総 合 交 通 課 長 野 口 和 彦

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

事務局職員出席者

政策調査課主幹 松 浦 好 子

政策調査課主査 森 田 恵 介

○髙橋委員長 それでは、ただいまから地方創

生対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、総合政策部から宮崎県まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定についてと中山間地

域の現状と課題及び今後の施策について概要説

明をしていただきますが、一括で説明しますと

時間が長くなりますので、まず、総合戦略に関

する説明を受け、質疑・意見交換を行い、その

後、中山間地域に関する説明、質疑・意見交換

を行いたいと思います。その後に県外調査等に

ついて御協議いただきたいと思いますが、この

ように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。
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本日は、総合政策部においでいただきました。

それでは、早速ですが、まず、宮崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定について概要説

明をお願いいたします。

○茂総合政策部長 おはようございます。総合

政策部長の茂でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

本日報告いたします項目について御説明をい

たします。

お手元にお配りしております資料の表紙をお

開きいただきまして、目次をごらんください。

今回は、御指示のありました宮崎県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定について、中山

間地域の現状と課題及び今後の施策について、

その概要をそれぞれの担当課長から御説明をい

たします。

なお、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦

略につきましては、今回の議会で議案第10号と

して御審議いただいているところであります。

私からの説明は、以上でございます。

○井手総合政策課長 総合政策課でございます。

それでは、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定について説明をさせていただきます。

委員会資料１ページをお開きいただきたいと

思います。

改めまして、策定の根拠と経緯について説明

をさせていただきます。

まず、１の策定の根拠でございますが、ここ

に書いてありますように、平成26年に法律で定

められましたまち・ひと・しごと創生法第９条

で都道府県において、まち・ひと・しごと創生

総合戦略を定めるよう努めることとされており

ます。今年度中に策定をするということで、こ

れに従いまして策定を進めてきたところでござ

います。

その経緯でございますが、27年４月に、県市

町村連携推進会議で説明をするなど、この特別

委員会でも御説明を差し上げながら意見を聞き、

この一番下になりますけれども、今回９月定例

県議会のほうに、まち・ひと・しごと創生総合

戦略の案ということで議案を提出させていただ

いております。御審議をいただいているところ

でございます。

また、戦略の構成につきまして、３のほうに

まとめておりますように、人口ビジョン編と総

合戦略編の２つからなっております。人口ビジョ

ン編につきましては、本県の人口の現状の分析、

また、今後目指すべき将来の方向性、将来展望

を示したものでございます。総合戦略編につき

ましては、この人口ビジョンを踏まえ、平成31

年、今年度から５年間ですが、この間において

講ずべき施策を定めたものでございます。

その内容につきまして、めくっていただきま

して２ページと３ページにポンチ図を掲載させ

ていただいております。まず、この上のほうの

欄が、横見開きで人口ビジョンの内容になって

おります。下のほうの欄が、その施策をまとめ

た総合戦略の説明になっております。

最初に、人口ビジョンでございますが、左肩

にありますように、高い合計特殊出生率と若年

層の大幅な転出超過が本県の人口の情勢の特徴

であると考えております。

ここに簡単に記載しておりますけれども、本

日は、人口のほう少し詳しく説明していただき

たいというふうなお話がございましたので、本

冊、お手元にございますでしょうか。議案本冊

でございますが、それで少し説明を追加させて

いただきたいと思います。

議案本冊４ページをお開きいただきたいと思

います。
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４ページ、本県の自然動態の推移とその要因

というところでございます。（３）本県の自然動

態の推移とその要因ということで、長期的展望

というグラフを書いております。1920年から2060

年まで見通した展望をグラフにしたものでござ

いまして、厚労省の人口動態推計または国立社

会保障・人口問題研究所の将来推計等を使った

図でございます。本県、1920年代から自然増が

続いておりましたけれども、1950年をピークに

少子化が進んできております。同時に、寿命の

長命化が進んでおりまして、死亡の数が減る少

死化も同時に進んできているということで、自

然増がずっと続いてきたわけでございます

が、2010年前をちょうどピークとしまして、自

然増から自然減のほうに移ってまいります。こ

れは、一定の寿命が延びたところがありますけ

れども、それについては限界がございまして、

だんだん死亡の数が多くなってきたと。今

後、2010年以降どういうふうな推計をするかと

申しますと、少子化については、このまま放っ

ておくとさらなる少子化が進むと。一方で、死

亡の数そのものについては、今後、団塊の世代

等が超高齢になっていくところを踏まえますと、

だんだん多死化の時代を迎えてくるというよう

なふうに推計がされると考えております。

一定の死亡数がふえて、（３）の最後に書いて

おりますけれども、高齢世代の退出による人口

減少がある程度が進んだ後は、死亡による自然

減要因は多少は弱まっていくものと考えまして、

いずれ一定の数字になっていくというふうに死

亡数としては見ております。

その右側のページ、５ページでございますが、

合計特殊出生率と出生数について分析をしてお

ります。合計特殊出生率、この上のほうのグラ

フの折れ線で示したところでありますが、下の

ほうの破線が全国平均、上のほうの実線が我が

県の推移でございまして、いずれの年も全国平

均よりも上回った形で推移しておりまして、全

国ともに、どちらかというと右肩上がり、若干

ですが右肩上がりを見せております。ただ、2014

年だけは両方とも少し下がってきていると。

一方で、この棒グラフのほうを見ていただき

たいんですけれども、出生数そのものは、やは

り、だんだん減ってきている。2007年以降ずっ

と減少している。これは、合計出生率は高うご

ざいますが、その実際の数そのものは、やはり、

若者人口、特に、若い女性の人口に左右されま

すので、その母数そのものが縮んできている。

従いまして、出生率そのものはだんだん減って

きているというふうに分析をしております。

その原因の一つであろうということで、その

下のほうに、未婚率と初婚年齢を書いておりま

す。未婚率、これもだんだん上がってきており

まして、25から29歳の男性が一番上にきていま

すけれども、30歳前の男性だと61％が未婚、一

番下のバツがある線、これは39歳までの男性

が29.9％です。そして、女性でありますと20.8

％が39歳の時点で未婚であるという、未婚率が

大体上がってきている。そして、平均初婚年齢

も上がってきているということで、２人目、３

人目を産む機会に高齢出産となる傾向がすごく

高くなってきているというふうに分析をしてお

ります。

６ページ目を開いていただきまして、社会動

態のほう、今までの自然動態に比べて社会動態

のほうの分析でございますが、これについては、

もうこれまでも何度も申し上げてますように、

大学進学や就職の時期に当たります18歳、20

歳、22歳での転出超過が非常に大きく、その転

出先につきましては、九州・沖縄、東京圏、関
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西圏の順となっております。いずれにしまして

も、ここのところの大幅な社会減をその後の社

会流入で取り戻せていないというところに、本

県の社会動態の大きな課題があろうというふう

に考えております。

あとその右側のページは、県内の市町村の人

口推計を入れております。また、後ほどごらん

いただければと思います。

続きまして、９ページをごらんいただきたい

と思います。そういう社会動態、自然動態を踏

まえながら、本県の2060年までの人口推計をし

た表でございます。これまでも御説明させてい

ただいたように、パターン１からケース２まで

４つの推計をしております。一般的な国立社会

保障・人口問題研究所の推計でありましたり、

日本創成会議の推計を使ったりしております。

この下の表のグラフを見ていただきまして、一

番低いところがパターン２、日本創成会議が推

計したものでございます。2010年、113万5,000

あります本県人口が、2060年で、日本創成会議

の推計でありますと65万5,000人まで減ると。こ

れに対しまして、一番上がケース２になります。

これについては、総合計画で2030年までの人口

ビジョンを示しておりましたけれども、その条

件、2030年までに、合計特殊出生率を段階的

に2.07までに上げ、また、29歳以下の若者層の

流出超過を段階的にやっぱり30％抑制をすると、

こういうことが可能となれば、2060年に80

万2,000人まで引き上げれると。これはあくまで

推計でございますので、数字の統計でございま

すが、このような努力をする必要があろうかと

いうふうに考えております。

なお、見ていただきたいのは、その上のほう

に少し数字が細かくて申しわけないんですけれ

ども、そのパターン２とケース２の中で、年少

人口割合、生産年齢人口割合等を上げておりま

す。特に、パターン２とケース２を見比べてい

ただきたいのは、例えば、2060年の一番右端の

ほうでございますが、パターン２、65万5,000に

なったときの下から2段目の生産年齢人口、いわ

ゆる働き手の人口の割合が48％ということで、50

％を切っていくと。横にそのままずっと見てい

ただくと、2010年から徐々にずっと下がり続け

るという形になります。なお、その上の年少人

口も10.6％ということで、10％内外で動いてい

くと。それに進みまして、ケース２をごらんい

ただきますと、生産年齢人口で2060年で51％、

特に見ていただきたいのは、徐々に上がってい

く傾向に出ていく。年少人口につきましても14.8

％ということで、2010年のところとほぼ変わら

ない。これは、もちろん若者をとどめる、そし

て、合計特殊出生率を上げるということで、子

供の数をできるだけ残そう、ふやそうとしてま

すので、その成果がここにあらわれてくると。

このように、人口の構造が少し変わっていく

というところに注目いただきたいと思います。

次の10ページをごらんいただければ、それが

よくわかるような表をつくっております。

65歳以上の高齢人口の推計を入れてます。こ

れは、人口割合ですので、数そのもの絶対数で

ありません。総人口に対する割合、特に、ケー

ス２とパターン２では、41.4％と33.9％、人口

比率が全然変わってくるというところ、その意

味合いが、その下のほうの、これはケース１と

ケース２を比べたところなんですけれども、人

口ピラミッドをごらんいただきますと、2060年

のケース１、上の段ですけれども、やはり、高

齢者のところが大きくなる、逆台形の形をして

いる。これが、若年層の人口の流出を抑制して、

子供をふやすことによって、大体長方形型にもっ
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ていくと、社会が若返る、子供の比率が高まっ

ていって、若返るというふうなことになろうか

というふうに思います。

そういうような、人口は減りますけれども、

社会が若返るような、そういう社会を目指して

いくというのがこの人口ビジョンでございます。

人口ビジョンの説明は以上とさせていただき

まして、委員会資料のほうの２ページ、３ペー

ジにもう一回お戻りいただきたいと思います。

そういうような人口ビジョンを踏まえて、中

段のところですけれども、基本目標と数値目標

でございますが、基本目標を、やはり人口は減

少していくことは間違いありませんので、そう

いう人口減少に対応した社会づくりと、本県に

住む意味合いとしての新しい豊かさ、そういう

ものを実現、実感できるような社会を目指して

いくということを基本目標に置いております。

数値目標としましては、今申し上げましたシ

ミュレーションに従いまして、県人口としては、

やはり80万人超、そして、29歳以下の若者の人

口割合を30％以上にしていきたい。そして、そ

のために合計特殊出生率を2.07まで上げていこ

うという、そういう数値目標を掲げております。

そのために５年間でどういうことをしていく

かということで、その下の総合戦略ですけれど

も、４つの施策目標を掲げております。目標の

１が、しごとを「興す」、目標の２が人を「育て

る」、目標の３がまちを「磨く」、目標の４が資

源を「呼び込む」という４つの柱で施策を構成

しております。

その施策、これいずれの施策もかなり幅が広

く取り組みが長うございますので、それをまず

どこからやるかということで、始動をするため

に、その端緒となる取り組みをまとめた宮崎創

生指導プロジェクトというものを総合戦略の中

で位置づけをしました。この宮崎創生始動プロ

ジェクト、右側の３つのプロジェクトでありま

す。世界ブランドのふるさとみやざきプロジェ

クト、中山間地域対策でございます。真ん中が、

２つのふるさとプロジェクト、これは、移住Ｕ

ＩＪターンの対策でございます。３つ目が、み

やざき新時代チャレンジ産業プロジェクト、特

に重要な経済活性化・所得向上のための対策で

ございます。

内容につきましては、めくっていただきまし

て、４ページと５ページのほうにプロジェクト

の中身を入れております。

（２）の概要のところから始まりますけれど

も、最初の世界ブランドふるさとみやざきプロ

ジェクトにつきましては、本県の中山間地域の

生活を世界でも貴重な地域価値として捉えて、

世界のブランドとして生かしていこうと、そし

て、地域活性化に役立て、その地域価値を確実

に将来に継承していくために、地域内の所得向

上、もしくは支える人の人材育成に積極的に取

り組んでいこうというものでございます。内容

としましては、プロジェクトの内容ということ

で、枠囲いしておりますけれども、それぞれ固

有の地域価値の発信力の強化でありましたり、

時代につなぐための持続可能な地域づくりとし

ましての所得向上対策、また、人財育成としま

してのみやざき学・地元学の展開等を掲げてお

ります。

２番目の２つのふるさとづくりプロジェクト

につきましては、これは、県外の出身の方には、

本県を新たなふるさととして、そして、本県出

身で県外に住む方には、心のふるさととしてＵ

ＩＪターンを進めていこうというものでござい

まして、プロジェクトの内容、５ページの上に

なりますけれども、それぞれ県外出身者、本県
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出身者を対象としたＵＩＪターンの促進、そし

て、あわせて本県、川崎との連携協定等結んで

おりますけれども、大都市との連携協定等をう

まく生かして、人の交流づくりをやっていこう

ということを考えております。

３番目が、みやざき新時代チャレンジ産業プ

ロジェクトでございまして、これにつきまして

は、これまでも取り組んできました成長産業の

育成、また、外貨を稼いで地域内できっちり回

していく地域循環の取り組みをまとめたもので

ございます。プロジェクトの内容としましては、

新時代を牽引する産業づくりでありましたり、

県内産業の生産性の向上、高付加価値化につな

がるものづくりということで、高度な分析技術

を生かした農林水産業の高付加価値化等を掲げ

ております。

あわせて、非常に重要な本県の課題でもあり

ます物流ネットワーク、これについてもこの産

業のプロジェクトの中で取り組むこととしてお

ります。

以上が、その始動のための３つのプロジェク

トでございます。このプロジェクトを動かすこ

とによって、６、７ページ目にございますが、

４つの施策目標を進めていこうということで考

えております。

４つの施策目標ですけれども、やはり、まず

は、しごと「興す」ということで、雇用の場を

本県につくっていくということが非常に大事で

あろうと考えております。そのために、これま

で進めてきました農林水産業を核とした成長産

業の育成でありましたり、製造・サービス業の

育成等を掲げております。

指標としましては、ここに書いていますとお

り、15歳以上の人口に占める就業者の割合であ

りましたり、29歳以下の若者人口の割合を挙げ

ています。まずは、若者が本県内にとどまれる

場所をつくっていく、戻って来られる場所をつ

くるということを第一義に掲げております。

その次が、人を「育てる」でございまして、

これは、結婚・出産・子育てなどのライフステ

ージに応じた支援、また、女性の就労支援など

を行うことによりまして、子供を産み育てやす

い環境をつくっていく、そのための施策としま

しては、子育て支援などのこれまでやってきま

した少子化対策でありましたり、ワークライフ

バランス、仕事と生活の調和を実現して就業環

境をよくしていこうというもの、そして、地域

人財の育成ということの３つを挙げております。

指標としましては、これは、この計画そのも

のにかかわるところですけれども、総人口と合

計特殊出生率を挙げています。

３番目が、まちを「磨く」ということで、こ

れは、戻ってきたい町をちゃんとつくっていか

ないといけないということで、やはり、まちの

魅力を上げていこうということでございます。

地域の宝を磨いて力を合わせて暮らしを守って

いくということを考えています。

施策の基本的方向に掲げてますように、自立

した地域づくりと交流環境の整備、また、中山

間地等を含む地域における暮らしの維持、充実

ということで、地域の医療福祉サービス、もし

くは、教育環境、スポーツ環境の維持充実を掲

げております。

最後が、地域と地域が連携・協力するシステ

ムづくりの３つを挙げておりまして、指標とし

ましては、集落支援活動を行う交流人口であり

ましたり、都市部の県外自治体との連携事業数

を掲げております。

最後が、資源を「呼び込む」ということで、

ともすれば、都市に向かうヒト・モノ・カネ・
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情報、この資源を本県に呼び込もうとするもの

でございます。

施策の基本的方向性に掲げていますように、

魅力ある就業、そして、就学の場づくり、これ

によりまして、若者の地元定着を進めていこう

と。そして、企業活動の地方への展開の促進と

いうことで、企業誘致でありましたり、企業の

本社機能の移転を進めていこうというもの、そ

して、３番目が、その名のとおり、みやざきへ

の移住・ＵＩＪターン就職の促進を掲げており

ます。

以上、４つの大きな柱で施策を構築して５年

間取り組んでいこうと考えております。

総合戦略の策定については、以上でございま

す。

○髙橋委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、発言をお願い

いたします。

○渡辺委員 総務の常任委員会でも散々議論が

あっているんではないかなというふうに思いま

すけれども、以前にもお伺いしたかと思うんで

すが、県として、こういうビジョンとその戦略

を策定するというのは、それで十分理解はでき

て、中身を見ても、市町村と統一的な考え方の

もとにある程度進めていないと多分ちぐはぐに

なることは間違いがないんだろうと思うんです

が、１ページのところの策定の経緯では、最初

に、連携推進の会議で説明を行った等の記載は

ありますけれども、具体的には、市町村とどの

ようなやり取りをして、また、市町村の考えて

いること自体は、県としてはどんなふうに県と

しての集約化を図ったり、理解をしているとい

うふうに考えたらいいでしょうか。

○井手総合政策課長 これ人口減少の対策につ

きましては、県全体としての戦略も大事でござ

いますが、やはり、第一義的には基礎自治体で

ある市町村の取り組みが最も大事であろうと考

えております。

したがいまして、まず、県市町村連携会議で

お話を始めたのもそこでございまして、現時点

におきましては、私のほうが全市町村の総合戦

略策定課を今回っております。県全体としまし

ては、こういうある意味、総合的な書き方をし

ております。ただ、市町村の総合戦略におきま

しては、それぞれの市町村の実情に応じまして

つくり方が全然違っておりまして、宮崎、都城、

延岡のようなある程度の人口規模のあるところ

では、やはり、こういう施策みたいな書き方を

しますけれども、人口規模が小さい市町村になっ

てきますと、それぞれの集落ごとに座談会、も

しくは一戸ごとにお話を伺っているというふう

にも聞いております。その上で施策を立ててい

らっしゃっている。そういうような個々集落ご

との座談会等を踏まえた人口ビジョンを今まさ

につくろうとされているところで、その施策に

つきましては、意見交換をしながら、県として

支援できることはないかというようなお話を申

し上げながら進めているところでございます。

いずれにしましても、県の総合戦略と市町村の

総合戦略が両輪として動いていかないと、この

県の人口80万人超という目標も全然達成できな

いと思っていますので、そこの連携を密にして

いこうというふうに考えております。

○渡辺委員 この特別委員会でも串間市にも行

かせていただいて、特命部長さんのお話もお伺

いしたり、この間、諸塚に行って諸塚でもお話

を伺いました。諸塚では、なかなかおもしろい

ことをおっしゃっていて、地方創生だからといっ

て慌てるわけじゃなくて、今まで持ってきたそ

の価値をすることで、人口上の問題も実は諸塚
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だけのことを考えて言えば、そう大きな問題で

はなく、実はクリアできているんじゃないかな

と考えているというような趣旨のお話があった

ところなんですが、今、県の立場から見ていて、

それぞれ先ほど課長からお話があったように、

取り方もまた描き方もさまざまだとは思うんで

すけれども、大きく県が考えているこの構想の

中から、外れるという言い方はちょっと変かも

しれません、市町村も独自で考えるわけですか

ら、考えている方向性や大きな趣旨としては、

そう食い違いはないんだと、今のそれぞれの市

町村の進め方、そう理解していいのでしょうか。

○井手総合政策課長 まさしく委員がおっしゃ

るとおりで、私、先ほどやはりどうしても若者

をいかに残していくのか、そして、その若者が

食べていける雇用の場をいかにつくるのかが大

事だというふうに申し上げましたけれども、市

町村の方々とも議論してましても、必ずやはり

そこに行き着く。同時に、地域づくり、まちを

「磨く」をいうところを言いましたけれども、

やはり、地域に誇りを持って住んでいただける

ような、そういう地域づくりが大事だよねとい

うお話が一致していまして、この２つのところ、

側面がやはり今後の宮崎の人口減少対策につい

ては非常に大事だということで、どの市町村さ

んともここは一致しているところでございます。

○渡辺委員 わかりました。これを見せていた

だいて、今後の人口の推移等というのは、宮崎

県の現状を踏まえながら独自でオリジナルなも

のができているんだと思うんですが、取り組む

これからの施策の方向性というのは、必ずしも

新しいものがたくさん打ち出されているという

よりも、県としては問題認識を既にいろいろ持っ

ていて、各部でいろんな取り組みをしてきたも

のを、もう一度理念に基づいて整理をし直すと

いう要素も強いかと思うんですが、国から策定

を求められてつくらなきゃいけない点も含めた

自治体というのも、なかなか大変な立場だろう

というふうに理解をするんですけれども、他県

の取り組み状況も恐らく執行部としてはいろい

ろ把握していると思うんですが、今回策定する

に当たって、宮崎県としては他県との違いをそ

れぞれ例えば人口減少がハードに進んでいる県

という意味では置かれている環境は似ていると

ころもあるかと思うんですが、十分にオリジナ

ルな部分を出し得た戦略になっているというふ

うに、執行部のほうではお考えだと思いますけ

れども─という認識で他県と比べたときにど

ういう印象を持っていらっしゃるかというのは

いかがでしょうか。

○井手総合政策課長 やはり、本県の特性をど

う生かすのか、そして、それを本県の課題をど

う捉えるのかというところが非常に大事かと

思っておりまして、それにつきましては、近県、

鹿児島県、熊本県ともある程度は同一なんです

けれども、やはり、若者が進学、就職時に大き

く離れていく、ここの課題がやはり大きいんだ

ということで、そこをやはり本県独自とのは申

しませんけれども、本県におきましては、非常

に大きな課題だという認識しております。

そういうことで、しごとを「興す」というと

ころと、あともう一点としましては、就学の部

分ございますので、高等教育環境の充実も含め

て、人財育成のところに力を入れている、この

辺が本県の特性であり、胸を張れるところかな

というふうに思っております。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

○中野委員 非常にすばらしい計画を立ててい

らっしゃいますが、宮崎県の人口だけを見れば、

そのウエートの大きいところは宮崎市ですよ
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ね。2060年の地区ごとのこの数字を見れば、宮

崎市周辺以外は40％以上、ひどいところは60％

台も減少するという地域があるわけです。一口

でいえば、宮崎市周辺だけを極力政策を施して、

今までどおりこの宮崎市だけでは人口減少をせ

ずに来たわけです。そこだけをすれば、県全体

としての数字はある程度達成できると思うんで

すけれども、その宮崎市をてこ入れをしたから、

県全体が達成したんじゃ意味がないわけです。

ですから、非常に減少が激しい宮崎市以外の地

域、ここをどうするかということで、宮崎県の

政策をしなきゃならないわけですから、そのと

ころに特に重点を置いた政策をして、わずか５

年後では、過去の５年と比較して何とかクリア

するような目標でありますから、45年後を見通

してもいるわけですから、そのことをきちんと

した政策をしていただきたいとこう思っており

ます。

○井手総合政策課長 委員がおっしゃるとおり、

本県の人口構造を考えた場合、時系列で今申し

上げましたけれども、じゃあ面的にどうなのか

というお話だろうと思います。これにつきまし

ては、宮崎市一極集中は望ましくないだろうと

私は思っております。本県の人口構造の特徴と

しましては、鹿児島等に比べますと、宮崎市と

都城市、延岡市という一応３つの大きなコアが

ありまして、その周囲にそれぞれ幾つかの市町

村がくっついていくという、そういうある意味

衛星都市を形成するような人口構造をしており

ます。この形態は非常に大事ではないだろうか

と。県内でそれぞれの地域で人が暮らしていく

中で、都市機能をある程度補いながら、なおか

つ暮らしが維持充実していけるためには、この

ような人口構造はできるだけ生かしていく方向

で頑張らなければならない。もう一点は、委員

がおっしゃったように、中山間地域を含めて、

非常に小さな市町村の中で集落がどう維持でき

ていくのかというところが大事だろうと思って

おります。そのためにも、先ほど申し上げまし

たみやざき始動プロジェクトで、世界ブランド

のふるさとみやざきプロジェクトの中で、やは

りそれぞれ農山漁村の実情に応じた所得の向上

策を展開していかなければならないと。あとも

う少し所得が上がれば、まだそこに住み続けら

れる、もしくは戻って来ようという若者たちが

いるというふうに聞いておりますので、中山間

地域における所得向上には力を尽くして、でき

るだけ人口が維持できるような施策をとってま

いりたいと考えております。

ただ、非常に難しい課題でありますし、これ

については、委員の皆さん方からも、前回から

も意見をいただいたように、ずっと県としては

やってきた、地方としてはずっとやってきたこ

とですので、そんなにここにきて特効薬がある

とも思っていません。ただ、実情に応じたきめ

細かな施策を打っていくことが重要であろうと

思いますので、なお一層の努力をしていく必要

があろうというふうに思っております。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

○ 原委員 さっきからお話があるように、い

ろいろ議論されているんだと思いますが、この

合計特殊出生率2.07です。確かにこの数字が理

想的な数字であることは間違いないと思うんで

すが、これを具体化するためには、例えば、こ

こには初婚年齢の推移だとか、未婚率のことが

書いてありますけれども、特効薬という言葉も

出ましたけれども、どうやって、具体的にはこ

れを上げていくかという、今1.69、ちょっと一、

二年下がりましたけれども、1.69は高いほうで

はあるんですが、それでも2.07に持っていくに
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は結構な差があるわけですけれども、どうすれ

ば上がるのかなと我々もいつも考えてますけれ

ども、どうすればいいんでしょうね。お互いに

考えていることだと思いますけれども。

○井手総合政策課長 何度もこの場でも申し上

げておりますように、2.07というのは非常に高

い目標だというふうには認識をしております。

ただ、委員がおっしゃったように、1.69、ちょっ

と下がりますけれども、これでもやはり、沖縄

に次いでまだ全国２位ということで、本県その

ものにはやっぱり子供を産み育てやすい、もし

くは子供を産んでいこうというような気質みた

いなものがある程度色濃くあるんだろうという

ふうに思っております。

それをさらに伸ばしていくためにどうしたら

いいかということでございますが、本冊のほう

で見ますと、19ページをまずごらんいただきた

いと思います。人口動態に係る意識調査という

ことで、結婚、子育ての意識調査を26年に、こ

れは福祉のほうがやっていますけれども、この

調査結果の概要をここに上げています。この帯

グラフを見ていただきたいんですけれども、現

在の子供の数、26年平均2.02人、今現在、子供

がいる方の平均数、ただ、予定している子供の

数としてはもうちょっと高くて2.25人、理想と

しては2.59人、３人欲しいと思ってらっしゃる

方が多々いらっしゃる。やっぱり理想にどう近

づけていくのかなということだろうと思います。

めくっていただきまして20ページでございま

すが、予定している子供の数が理想よりも少な

い理由ということで、やはり、大きいのは、子

育て全般にお金がかかる、教育にお金がかかる、

そして、高齢出産であるというところでござい

ます。この辺の課題をうまく捉えた施策を展開

していかなければならないということで、先ほ

ど初婚年齢のお話をしましたけれども、やはり、

だんだん上がってくる。だから、結婚、未婚率

も上がってきている。だから、できるだけ早く

結婚できるようなところに持っていかないとい

けない。これも、この意識調査の中で出ていま

すけれども、出会う機会が少ないでありますと

か、そういうふうなお話が出ていますので、そ

こはやはり、今回婚活パートナーという事業も

始めましたけれども、婚活の事業をやっていく

ということが１点。最も大事なのは、子供を育

てるのに、やっぱり経済的に負担が大きいとい

うことも、やはり、ここも経済の活性化、所得

の向上という部分が非常に大きい問題なのかな

と思っています。

したがいまして、やっぱり、しごとを「興す」

という、経済を活性化させて所得を向上さてい

くことが、いずれは、子育て、合計特殊出生率

の上昇にもつながるものだというふうに考えて

おります。

○ 原委員 私、少年団の本部長をしているん

です。若いお母さんたち、子供たちと接する機

会は結構あるほうなんですが、子供をいっぱい

産んでいる人はいっぱい産んでいるんです。５

人、６人というのもたまにはいらっしゃるんで

す。わあ６人もいるのかとびっくりすることも

あります。かと思うと非常に少なくて一人っ子

だったりとかいうことのこの差が非常に大きい

なと思っているんですが、それはなぜかは、そ

こまで突っ込んでいませんけれども、その初婚

年齢の話なんですが、恥ずかしながら、私も数

年前に知ったことなんですけれども、女性の生

涯に排卵する数は限られているだそうですね、

これは医学の世界の話だと思うんだけれども、

恥ずかしながらこれ知りませんで、だから、早

く結婚しないと、どうしても妊娠しにくくなる
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と、初婚年齢がおくれて結婚すると、その分、

もうなかなか医学的な話だからこれ言いにくい

けれども、排卵日にはもう何個か可能性がなく

なっているわけですから、妊娠しにくいんだと

いう話を聞いて、現実、恥を忍んで申し上げま

すけれども、うちは娘が晩婚だったんです。結

果的に、一生懸命、いろんなのをやっているん

ですけれども、医学的なことをやっているんで

すけれども、残念ながらちょっと間に合わない

かなという状況にきていまして、繰り返しにな

りますが、このことを数年前に知ったので、だっ

たら、若いお嬢さんたちに、この現実を教えて

おかないといかんのじゃないかなという気がし

たんです。男は一生何かあるんだそうですね。

男と女に差がある。そこのところを知らせるこ

と、若いお嬢さんたちに、限られてるんだよと

いうこと、これも意外と大事なことなんじゃな

いかなという気がしたんですけれども、これ医

学の世界の話になりますかね、どうなんですか。

○井手総合政策課長 委員がおっしゃるとおり、

男性の私が言うとへんな感じがしますけれども、

女性の排卵、卵子の数は決まっていまして、あ

る一定年齢以降はつくられない。高齢出産になっ

たら、以前にできた卵子を使って受精をしてい

るということで、卵子の凍結保存等が話題になっ

たこともあります。

こういうような知識は、おっしゃるとおり、

今まで余り表へ出てこなかった知識でございま

す。ただ、そういうことも踏まえて、自分のラ

イフプランというか、人生設計をしていただか

ないといけないので、現時点におきましては、

教育委員会のほうで、中高生に向けてのいわゆ

る性教育的な部分でございますけれども、そう

いうところで一応そういう知識の付与もされて

いるというふうに聞いておりますし、それ向け

のテキストもつくられていると。ある程度、今

回のようなことで、人口減少の問題の中でも、

そういうのは話題になっていますので、若い人

たちにそういう知識をちゃんと広まるような取

り組みも重要かと思っております。

○茂総合政策部長 今のお話でございますけれ

ども、実は、数年前にＮＨＫスペシャルの中で

今みたいなお話がありまして、これ全国的にす

ごいセンセーションを呼んだところでございま

す。これについては、私も医者の友達とかいろ

いろいるんですけれども、医学的には常識だっ

たらしいんですけれども、国民のほとんどが知

らなかったということでして、いわゆる結婚適

齢はないんだけれども、出産適齢はあるんだと

いうことがそのころから認識をされ始めて、そ

れによって全国的に若干ですけれども、合計特

殊出生率が回復したという経緯があるようです。

ですから、これは、事実として、やはりどんど

んＰＲしていかないといけないんだろうと思い

ます。おっしゃるとおりだと思います。

○ 原委員 ありがとうございます。

○中野委員 関連です。今、そういう医学的な

ことも理解して、今からいろいろやらなくては

いかんということと、それから、以前、少子化

にまつわる特別委員会があって、そのときに、

話が出たのですが、結婚適齢期に来ている人が

いたら、地域的に、あるいは社会的に、あるい

は職場的にいろいろ、ああこれはいいお嬢さん

だから、いい人を勧めたいなとか、この子を紹

介したいなと思っているんだけれども、今それ

をいうと、なかなかセクハラとかいろいろ言わ

れて、非常に言いづらいと、言えないというの

があのときのことでした。だから、そういうこ

とを含めて、何かそれも言えるような、もう一

度そんな社会に戻らないといかんのじゃないか
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なと。昔は、我が身内でみれば、ある年齢が来

れば、親がいろいろした。今以上に昔のほうが

出会いの場は少なかったし、行動半径は少なかっ

たし、適齢期になった子が自分で見つけようと

いうことはなかったと思うんです。親が親戚や、

あるいは回りの人にお願いして、弁当を下げて、

隣の町までお嫁さん探しにいくということが

あって、農村部も結婚はずっとほとんどがして

きたというのが実態だと思うんです。今もいろ

いろ見合いをさす、あれがありますけれども、

それも遠巻き。いろいろ表現すると、言いにく

くて言えないんですけれども、いろんな表現を

しないと、実感のこもったことを言えないんだ

けれども、そういうこともありますけれども、

一つ一つは具体的に、あの人にあの子というよ

うな感じを言える社会をつくることのほうが、

非常に昔に返ったと言うと語弊があるかもしれ

ませんが、そのことが何で、そういうさっき言っ

たようなことで言えない社会になったんだろう

かなと思っているんです。私も、それをするこ

とで、県庁職員にもたくさん独身の方が男女お

られます。本当は、部長が、よくわかっている

のでしょうが、こうやって結婚している人もおっ

たと思うんです、いると思うんです。その証拠

には、結婚したい、結婚願望というのはあるん

でしょう。何かのあれで見ましたが、結婚願望

は男女ともかなり高いんです。願望は高いのに、

現実はなかなか結婚までいっていない。自分の

思いを相手に伝えるというのは意外と難しいで

すよね。だから、そういう社会をつくることも

一つじゃないかなと思うんですが、これは、何

か制約があるのか、そういうことで厳しい掟が

あるのかわかりませんが、そういうことも、こ

れは宮崎県だけでなくて、もう全国レベルでも

含めてやらないといかんと思うんです。

○井手総合政策課長 正直、私も２人ほど頼ま

れていまして、誰かいい人がいないのかという

ことを今当たっていますけれども、なかなか成

就しない状況です。

委員がおっしゃるとおり、社会全体としては、

やはり、結婚をしていこうよと、それを勧める

ことが全然悪くないよというような、そういう

機運をつくっていかなければならないんだろう

というふうに思います。なかなかすぐすぐには

そうなっているのかと言われると、そうでもな

いのかもしれませんけれども、やはり、そこは

やっていけないことではないだろうと思います。

具体の施策につきましては、さっきちらっと

言いましたように、今年度からみやざき結婚サ

ポート事業というのをやっていまして、一つは、

婚活のサポートするためのみやざき結婚サポー

トセンターというのをＫＩＴＥＮのほうに置い

ています。会員制のマッチングシステムなんで

すけれども、そこまで行政として取り組んでい

くという、ちょっと民業圧迫的なところもない

わけではないんですけれども、踏み込んでやる

ということで少し行政の位置づけを示している

とこでございます。

もう一点、委員がおっしゃったような、お世

話をする人たち、縁結びサポーターという名前

をつけているんですけれども、そういう個別の

お引き合わせをするような世話役さんをつくっ

ていこうという事業を今年度から始めていまし

て、特に県西のほうで一生懸命今事業構築に取

り組んでいるところでございます。

○中野委員 今のそれはどこの部が担当してや

る事業ですか。そして、そこの部が直接主催者

でやるんですか。

○井手総合政策課長 今の事業は、福祉保健部

こども政策課のほうの所管の事業でございます。
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サポートセンターのほうは恐らく委託事業にな

ろうと思いますし、縁結びサポーターのほうは、

そういうサポーターさんを専任してお願いをす

るような形になろうかと思います。

○中野委員 そのことは委員会で聞いたからそ

うだろうなと思って、確認のためにしましたが、

いろんな過去にもそのことをしてきたんです。

ところが、県は市町村に、市町村は業界という

か、関係団体とか、そこに全部丸投げなんです。

委員会でも言っときましたが、本気でやるんだっ

たら、宮崎県全体のことだから、県が主催で後

々まで面倒を見るようなことを本気でしないと、

丸投げ事業ではだめです。よく県はいろんなこ

とを、何とか委員会をつくりました、何とか協

議会をつくりましたで丸投げ、それか専門家の

意見を聞いて終わりというのが大方です。お墨

つきがほしいのが県の行政であるけれども、自

分自身でやってみると、そして、市町村でやる

ものは市町村でする、そしてまた、いろんな関

係団体、いろんなそういうグループに任せると

いうのを幾重にもつくっていかないと、それは、

なかなか過去もなかったことじゃないですから、

今言われた事業は、何度か名前を変えやってき

たわけだから、そういう本気度を出していただ

きたいなと思っています。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、ないようですので、

次に、中山間地域の現状と課題及び今後の施策

について概要説明をお願いいたします。

○石崎中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課でございます。それでは、委員会資料の９

ページをごらんください。

中山間地域の現状と課題及び今後の施策につ

いて御説明いたします。

まず、１の中山間地域の現状と課題でありま

すが、本県におきまして、人口の約４割、面積

の約９割を占め、本県にとりまして、重要な地

域であります中山間地域の現状ですが、まず、

人口ということで、図の１に過去からの人口の

推移と推計をまとめておりますが、アにありま

すとおり、中山間地域ではより人口減少が進ん

でおり、今後も人口減少が進行することが予測

されております。

また、図の２にございますが、年齢階層別の

社会動態でございますけれども、県全体と同様、

中山間地域におきましても、10代から20代の若

い世代が県内外に流出している状況にございま

す。

次に、10ページをごらんください。

集落についてでございます。ことし７月に宮

崎県中山間地域振興計画の改定を行いましたが、

その改定に当たり、昨年度に実施した集落状況

調査の結果でございます。これ中山間地域を加

える23市町村へのアンケートを実施したわけご

ざいますけれども、表の３にございますが、集

落数1,870集落でございますけれども、高齢化

率50％以上の集落が373集落となっております。

前回、平成23年２月の調査では268集落でござい

まして、高齢化が進んでいるという状況でござ

います。

集落機能の維持という観点でございますが、

同じ表に記載してございますけれども、良好と

する集落が減る一方、機能低下という集落がふ

えている状況にございます。

次に11ページの上のほうでございますが、イ、

中山間地域の集落代表者へのアンケート調査結

果でございますけれども、グラフの４にまとめ

ておりますとおり、住み続けたい、どちらとい

えば住み続けたいという方、合わせまして約85
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％に達しております。また、その下のグラフで

ございますが、同じく集落代表者へのアンケー

トの中で、地域の活性化に必要な施策について

お尋ねした結果でございますけれども、医療や

福祉、地域課題の住民による検討、鳥獣被害対

策、子育てという４つが特に必要なものとして

上がっている状況でございます。

次に、12ページをお開きください。

集落での生活機能でございます。アにござい

ますとおり、買い物、交通、病院の状況を、こ

れは市町村に調査した結果でございますけれど

も、問題が生じていないとする集落が、前回調

査時より減る一方、生じているが深刻ではない

とする集落がふえております。

また、12ページの下のグラフと表でございま

すけれども、医師数、歯科医師数の状況でござ

いますが、左側のグラフにありますとおり、宮

崎東諸県地域に約半数が集中する一方、中山間

地域には、無医地区や無歯科医地区が存在して

いるという状況にございます。

次に、13ページをごらんください。

（２）中山間地域対策を進める上での主要な

課題というのを大きく４つにまとめております。

もちろん中山間地域におきましても、人口減少

問題というのが最優先で取り組むべき課題では

ございますが、そのためには、地域での雇用所

得の確保、人口の自然減、社会減対策の推進、

集落の維持活性化のための仕組みづくり、そし

て、安全安心に暮らしていくための機能の維持、

充実という４つが課題であると認識しておりま

す。

次に、14ページをお開きください。

このような状況を受けまして、中山間地域振

興計画の改定を行ったところでございますけれ

ども、やはり、基本的な認識としては、これま

で中山間地域に対する振興策を種々実施してま

いりましたけれども、少子高齢化に伴う人口減

少等に歯どめがかからない状況が続き、地域活

力の低下が懸念されるなど、依然として厳しい

状況にあるということから、４年間計画期間を

延長しまして、さらに対策を推進していくこと

としたものであります。

なお、中山間地域につきましては、15ページ

の図にありますとおり、一部中山間地域の市町

村も含めまして、23市町村が中山間地域でござ

います。

16ページをお開きください。

この計画におきまして、施策の展開をどう図っ

ていくかということでございますけれども、中

山間地の現状と課題を踏まえまして、４つの重

点施策を掲げております。まず、１つが、16ペ

ージの枠囲いの中にありますけれども、仕事が

ある中山間地域づくりでございます。産業の振

興、あるいは新しい産業等の創出に取り組み、

中山間地域で暮らしていくために必要な雇用・

所得の確保に努めてまいることとしております。

また、17ページの２、子育て環境等の整備と

移住・定住の促進でありますが、中山間地域で

安心して子供を産み育てることができるよう、

福祉や教育等の環境づくりに取り組むとともに、

移住・定住対策についても、情報発信や移住後

のフォローアップ等の充実に取り組んでまいり

ます。

また、３、集落の維持・活性化と新たな絆の

創造等につきましては、地域住民の主体的、意

欲的な取り組みに対する支援、集落を担う人財

の育成、誘致等に取り組んでまいります。

次に、18ページをお開きください。

安全・安心な暮らしの確保でありますが、医

療や福祉、交通や買い物、防災、減災等、中山
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間地域で安全に安心して暮らすために必要な施

策を推進してまいることとしております。

次に、19ページでございますが、こちらのほ

うに、平成27年度に実施いたします中山間地域

対策関連事業の項目について、先ほどの４つの

重点施策にまとめて整理したものを載せており

ます。

この中で、各種事業、重複を除きまして、た

だ、これは中山間地域だけではなく、県全体を

対象とした事業費も含まれておりますけれど

も、27年度、約943億円ということになってござ

います。

また、20ページから23ページにかけましては、

関連事業の中から新規事業や中山間地域対策と

して特徴的な事業、これは各部にわたりますけ

れども、抜粋して掲載しております。

次に、24ページをごらんください。

24ページからは、中山間地域政策課で行って

おります主な取り組みを御説明させていただき

ます。

まず、１番目が中山間盛り上げ隊でございま

す。アの事業目的にございますとおり、集落等

からの依頼に応じてボランティアを派遣し、中

山間地域における活動の維持・存続を支援する

とともに、集落外との交流連携の仕組みづくり

を推進することで、持続可能な中山間地域の集

落運営を支援するものでございます。

イの事業内容にございますとおり、これまで

過疎化、高齢化の進行により、集落において難

しくなった草刈りなどの作業やお祭りなどの地

域行事、神楽などの伝統芸能の維持運営につき

まして、盛り上げ隊を派遣し、支援を行うとと

もに、地域住民との交流を促進しております。

イの３番目の丸に、集落等から依頼があった

主な活動例を掲げております。このように、集

落道の草刈り、農作業の手伝い、植栽や下刈り

等の手伝いなど実施しているところでございま

す。

次に、25ページの活動状況でございますけれ

ども、盛り上げ隊の登録隊員数は、27年３月末

現在で580名でございます。26年度の活動実績で

ございますけれども、表の一番右でございます

けれども、16市町村で活動回数が112回、延べ622

名の皆様に活動に参加いただいておりまして、

表を見ていただきますとおわかりいただきます

とおり、年々活動回数などがふえてきていると

ころでございます。

こうした結果、盛り上げ隊を受け入れた集落

からは、地域外との信頼関係が深まり交流が図

られているといった声、あるいは参加した隊員

の皆様からは、中山間地域の人や自然と触れ合っ

て、気持ちが落ち着くといったような、そういっ

た交流の効果も出ているところでございます。

次に、26ページをお開きください。

いきいき集落等でございますけれども、アの

事業目的にございますとおり、集落住民、みず

からが集落の抱える課題や地域の可能性につい

て考えていただき、将来の集落のあり方を考え

ていただくという取り組みを促進して、持続可

能な魅力ある集落づくりを図るというものでご

ざいます。

イの事業内容、まず、１番目の（ア）、いきい

き集落認定等事務でございますけれども、いき

いき集落、平成27年３月末時点で127集落ござい

ます。住民発意による元気な集落づくりに取り

組む集落を認定するものでございます。

いきいき集落では、地域の美化や生活環境の

整備、都市住民との交流など、さまざまな取り

組みが行われておりますが、その中で、例とし

て申し上げますと、例えば、平成25年度農林水
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産祭村づくり部門での天皇杯を受賞したえびの

市の田代自治会や地域づくり表彰で国土交通大

臣賞を受賞した西米良村の小川地区、あるいは、

昨年度の地域再生大賞で準大賞を受賞いたしま

した日南市の酒谷地区など、全国的に評価を受

けている集落もございます。

また、（イ）、これにつきましては、いきいき

集落営農補助金ということで、限度額10万とい

うことで補助を行っております。

また、（ウ）持続可能な集落活動支援事業、こ

れは、県で集落対策支援員を設置いたしまして、

市町村と連携しながら、高齢化率が高い集落等

を訪問いたしまして、集落の状況把握等を行っ

ているものでございます。

次に、28ページをごらんください。

中山間地域産業振興センターでございます。

この特別委員会の調査でも視察いただきました、

このセンターにつきましては、中山間地域にお

いて産業の活性化を促進するため、公益財団法

人宮崎県産業振興機構内に中山間地域産業振興

センターを設置し、専門のコーディネーターが

各地域が持つ地域資源を活用した産業おこしな

どの取り組みを支援するといったことを行って

おります。

事業内容につきましては、機構での御説明で

あったとおり、コーディネーターを設置しまし

て、コーディネーターが中山間地域を巡回しな

がら、その地域の皆様のニーズに応じた支援を

行っていく、あるいは、セミナー等を開催する

といったものでございます。

（イ）に平成26年度の活動事例を掲げており

ます。五ヶ瀬町の農園の開発したパプリカゼリ

ーのブラッシュアップなどについて支援を行っ

ているところでございます。

このセンターにつきましては、地域に実際に

出かけていって、その地域のニーズを汲み取っ

て、それをまた各専門機関等につないでいくと

いう、なかなかそういう相談機関までいくよう

なことは難しいといった中山間地域のニーズに

対応するものですので、今後とも、小まめな展

開を図っていきたいと考えております。

次に29ページでございますが、移住・ＵＩＪ

ターンの促進でございます。この移住・ＵＩＪ

ターンにつきましては、県の総合戦略の大きな

柱の一つでございますけれども、この事業にお

きましては、移住・ＵＩＪターンにワンストッ

プで対応できる情報発信、相談拠点の整備等を

図り、移住・ＵＩＪターンを促進するというも

のでございます。

イの事業内容でございますけれども、大きく

４つの柱がございます。まず、（ア）市町村、関

係団体と連携した総合的な推進体制の整備とい

うことで、これは、近々立ち上げる予定にして

おりますけれども、市町村、官民一体となった

全県的な協議会を設置するものでございます。

（イ）の移住・ＵＩＪターン相談・案内体制

の整備につきましては、現在、東京と宮崎に、

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを設置

いたしまして、移住希望者、あるいはＵターン

希望者に対しての相談に応じたり、セミナー等

の開催によりまして働きかけを行っているとこ

ろでございます。

（ウ）の市町村における受け入れ体制整備の

支援拡大につきましては、これまで移住相談会

の開催やＰＲ活動などへの支援を行ってまいり

ましたが、それに加えまして、定住のためのフォ

ローアップ枠を拡充いたしまして、市町村にお

ける移住後のフォローアップ等の充実を図るも

のでございます。

（エ）の定住に向けた中山間地域における農
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林業等の受け皿確保と移住希望者への就業機会

の創出につきましては、特に、中高年層を中心

としまして、農業等への従事を希望する移住者

がいらっしゃいますので、そういった方に対す

る就業機会を提供しまして、移住・定住につな

げるため、中山間地域における多産業連携型の

作業受託組織等での受け皿確保、あるいは農林

業を体感するツアー、就農相談会などの開催を

行っているものでございます。

次に、31ページをごらんください。

明日の地域づくり支援事業でございますけれ

ども、この事業は26年度まで地域力磨き上げ応

援事業として実施していたこともございまして、

事業名を併記しておりますけれども、事業の目

的としましては、地域活力の維持・増進を図る

ため、市町村において、地域課題を的確に把握

し、地域資源を活用して、官民が一体となって

取り組む事業に対して支援を行っているもので

ございます。

事業の概要につきましては、イに書いてあり

ますが、（ア）に掲げておりますとおり、アドバ

イザー等の派遣といったものを１つ行っており

ます。また、（イ）にございますとおり、こちら

は実際に行う事業につきまして、助成を行って

いるものでございます。

次に、32ページをお開きいただきますと、こ

の事業でこれまで助成を行ってきた主な事業の

例を掲載しております。

それから、33ページをごらんください。

地域経済循環への取り組みについてでござい

ます。

県の総合計画等におきましても、地域経済循

環というものに取り組むということを掲げてお

りまして、その一環といたしまして、今年度か

らでございますけれども、34ページのウの取組

スキームにございますとおり、市町村や大学、

金融機関、関係団体等とともに、数値に基づい

た地域経営や地域経済構造分析等の研究に取り

組む地域経営政策研究会というものを設立いた

しまして、現在、小林市と西米良村をモデル地

域としまして、地域経済構造分析を進めている

ところでございます。

総合戦略の中でもそういった分析に基づいた

戦略というものが求められているわけでござい

ますが、これまで県レベルで作成されていた産

業連関表等を市町村レベルでも作成いたしまし

て、実際の施策の効果の予測等に役立てていた

だこうというものでございます。

最後になりますが、35ページをごらんいただ

きたいと思います。

小さな拠点やネットワークコミュニティの形

成についてでございます。

アの国の動向に示しておりますとおり、国は、

現在、まち・ひと・しごと創生総合戦略などの

中で、中山間における小さな拠点の形成を打ち

出しております。小さな拠点のイメージについ

ては、ページ中ほどのイメージ図にございます

けれども、小さな拠点とは、生活サービスを歩

いて動ける範囲に集約し、周辺の集落との移動

手段を確保した基幹的な集落のことでございま

して、図では、旧役場庁舎や小学校などが書か

れた、線で囲まれた集落、これが小さな拠点に

なります。この小さな拠点と周辺にある集落と

コミュニティバスなどの移動手段で結び、高齢

者などが安心して暮らし続けられるよう生活圏

の確保を図るといった考え方でございます。

また、このような小さな拠点に対して複数の

集落でそれぞれ持っている機能を補完し合いな

がら生活圏を維持していこうというのが、ネッ

トワークコミュニティの考え方でございます。
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本県におきましても、ウの県の対応というと

ころで記載しておりますとおり、中山間地域振

興計画の中におきましては、集落の維持等を図っ

ていくという観点から、小さな拠点の形成を初

めとした集落のネットワーク化を促進すること

としているところでございます。

説明は、以上でございます。

○髙橋委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。御意見、質疑がござ

いましたら発言をお願いいたします。

○重松委員 それでは、最後の拠点のネットワ

ークの件なんですけれども、今朝の新聞で、西

米良と西都市をバスと民間宅配会社が連携をし

て輸送計画、そして、それを県も協定の中にか

かわってらっしゃったということ、その内容と

今後の進め方、また、それをどんどん広げてい

かれようとしているのかちょっと御説明いただ

きたいと思います。

○野口総合交通課長 総合交通課でございます。

昨日、西日本初となります路線バスが宅急便を

輸送する客貨混載というような協定を結ばせて

いただいて、10月１日から西都市と西米良村を

結ぶということでスタートをすることとなって

おります。

この経緯を簡単に御説明申し上げますと、こ

れは、宮崎交通とヤマト運輸とのお話でスター

トした事業でございまして、もちろん地元市町

村におきましては、路線バスの維持なり、そう

いった将来的には見守り支援ですとか、買い物

支援につながる事業であるということで非常に

歓迎をいたしております。

県といたしましても、そういったお話をお聞

きする中で、広域でまたがる事業でもあります

し、県としても支援をしていきたい。また、さ

らに、今後、こういった事業を県内各地域で広

げていきたいという期待を持っておりますので、

昨日協定に参加をさせていただいて、今後の展

開を進めたいというふうに考えております。

○重松委員 すばらしい内容の取り組みだと思

います。県の支援というのは、金額的に何か今

後もそういう支援があるんでしょうか。

○野口総合交通課長 ちょっと支援という言葉

を使いまして誤解があったかもしれませんけれ

ども、金額的な支援はございませんで、あくま

で調整といいますか、そういった意味での支援

ということでございます。

○重松委員 ちょっとまた角度が違いますけれ

ども、だんだんこのバス路線がやっぱり存続が

できなくなる、そんなふうにも書いてあります

けれども、以前、デマンドバス、お客さん、そ

れから、通学でも活用できるのではないかとい

う実証実験を以前されていたと思うんですけれ

ども、今現在はそのデマンドバスについての実

証、検討とかはされていらっしゃるのでしょう

か。

○野口総合交通課長 バスにつきましては、デ

マンドバスというものに限ったわけでございま

せんけれども、コミュニティバス等々、デマン

ドバスを含むものでございますけれども、複数

市町村の拠点間を結ぶバス路線、それは、基本

的交通ネットワークというふうに位置づけてお

りますけれども、その活性化を図る実証実験で

すとか利用促進活動等への支援を実施している

ところでございます。そういった中で、その一

つとしまして、例えば、ある市町村におきまし

て、これまでの民間のバス路線からコミュニティ

バスに転換する場合の運行費ですとか、路線を

見直すための調査事業費、それについての支援

を実施をしているところでございます。

○重松委員 わかりました。どうもありがとう
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ございました。

○西村委員 済みません。10ページの集落のと

ころで、23年のアンケートから26年のアンケー

トまでに、３つ集落が消滅したんでしょうか、

そしてまた、この一番消滅の可能性のところに

ある２集落というのが、23年の２集落と26年の

２集落というのは同じ集落なのか、また、こっ

ちはもう集落としてなくなってしまって、新た

に２つの集落が上がってきたものか教えていた

だきたいのと、具体的に、なくなった３つと、10

年以内になくなるであろうというこの２つの集

落の合計５カ所はどこの集落だったのかを教え

ていただきたいと思います。

○石崎中山間・地域政策課長 まず、３集落の

減少につきましては、集落の再編がございまし

て減少したものでございます。

それから、10年以内に消滅というのは、前回

と今回の調査では同一箇所でございます。これ

は、市町村に対してのアンケートということで

ございまして、実際、住民の方の意識とは違う

かもしれません。また、箇所名につきましては、

申しわけございませんが、特定の集落名につい

ては出さないということで御協力をいたただい

ておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。

○西村委員 出さないとなるとなかなか対策と

かイメージも湧きにくいところがあって、それ

は、行政の方々の頭の中にはもう具体的な場所

があるんでしょうから、その市町村がどれだけ

取り組んでいくかというのもあるかもしれない

んですけれども、その消滅の考え方として、再

編されれば消滅じゃないということでやってい

くと、これは永久的に消滅はなくなっていくわ

けです。もう１世帯になったところと５世帯の

ところがどんどん合併していけば、もうやがて

一つの村が一つの集落という考え方になってい

くので、それをやっていくと、この議論自体が

もうあってないような議論になってしまうと思

うんです。少なからず、10戸が一つだったり、20

戸が一つだったものを、なるべく残していくと

いうのが目標であると思うので、その考え方に

ついてはどうなんでしょうか。

○石崎中山間・地域政策課長 ここでの集落と

いうのは、市町村が行政サービスを行う上での

基本的な単位ということで考えておりまして、

この捉え方、対処につきましては、やはり市町

村によって差がございます。ですから、一つの

集落でも物理的な、例えば、実際の家屋の配置

でいえば、あちこちに少しずつ固まっていると

ころがやはり一つの集落というふうなところも

ございます。現実的には、委員がおっしゃると

おり、状況が厳しいところにおきましては、そ

れぞれ集落の世帯数なども減ってきて、一つの

集落としての機能維持が難しくなってくるので、

それを広域でカバーし合いながら、集落という、

そういう社会的な機能を維持していこうという

ところもふえてきてございます。

なかなか物理的なそれぞれの小さな集落を、

我々としてはできるだけ住み続けていただきた

い、それを支えていきたいと考えているわけで

すが、なかなか困難な部分がございます。そう

いった面で今後国も進めていこうというのが、

そういったそれぞれの集落での機能を補完し合

いながらというような、先ほど御紹介いたしま

した小さな拠点とかネットワーク化というとこ

ろだと考えております。

○西村委員 最後にしますが、いろいろこれま

でも中山間地対策というのは宮崎県も一生懸命

にやってきて、市町村をサポートしてきたと思

いますけれども、以前、中山間地の特別委員会
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だと思いますが、前のときも、その集落がまず

は祭りができなくなったら一段階悪くなったと、

次は何か葬式をあげられなくなったら、地区の

人たちのマンパワーが足りなくなったとか、何

かステージで分けられているのを前見たことが

あって、それは、そのときに、確かにそのとお

りだなというのを見たところがあったんですけ

れども、過去のそれぞれの政策であったり、過

去の尺度であったりというものをやっぱり駆使

してやっていかなくてはならないと思うんです。

消滅というと非常にショッキングですから、な

かなか取り扱いが難しいと思うんですけれども、

何をもって消滅とするかという、インフラはも

う完成されて、実際家はあるだけれども、結局、

住む人がいなくなったら消滅ということになる

と思いますが、そこにまた人が帰ってくれば消

滅じゃないのかということもあったりして、昔

そういう何かドキュメント映画が非常に流行っ

て、限界集落という言葉がひとり歩きして、そ

れが議論になったこともあると思うんですが、

マイナスのイメージが非常に強く出てしまうも

のですから、それを逆にうまくプラスのイメー

ジにして、のんびりであったり、ゆっくりであっ

たり、人の目をあんまり気にしたくない人が住

みやすいであったりとか、隠れ家的なものも含

めて、何かいいイメージにアピールしていかな

いと、そこに住む人しか住んでいかないという

ことであれば、もうやがてやっぱりどこも消滅

してしまうと思いますので、イメージアップも

含めた中山間地のアピールというものをやって

いただきたいと思います。これは、意見と要望

で。

○石崎中山間・地域政策課長 まずは、やはり、

地域の人たちが誇りを持って住み続けられる地

域づくり、それと、外からの人にとっても魅力

のある地域づくりというのが大切だと考えてお

ります。

その中で、先ほど総合戦略の始動プロジェク

トの中にございました世界ブランドの取り組み

でございますが、私どもの課では、祖母傾山系

のユネスコエコパークの登録というのを進めて

おりますけれども、これは、やはり、地域の方

々に自分たちの地域の持つ魅力というのを再認

識していただく、それが世界的な評価を得られ

るのだということを認識していただこうという

ことも一つの目標にしておりますので、今後と

も、今、委員のおっしゃったような視点を十分

認識しながら、対策を進めていきたいと考えて

おります。

○西村委員 ありがとうございます。以上です。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

○渡辺委員 今、西村委員の話にあった、10ペ

ージの表は、これは、宮崎県内の９割の面積に

当たって人口の４割がいるという、これでいう

ところの15ページに指定してある中山間地にあ

る全ての集落のことを言っていると理解してい

いのですか。つまり、中山間地と指定されてい

る地域に1,870集落があると。例えば、この地域

でいえば、日南市でいえば、都市部というか、

日南市の真ん中のところもあるわけですよね。

そういうところも１集落とカウントされている

というふうに理解をしたらいいんでしょうか。

○石崎中山間・地域政策課長 中山間地域とし

て指定されている区域の中の集落は、市町村が

一つの行政サービスの単位として把握している

状況ということでございます。

○渡辺委員 わかりました。

○ 原委員 33ページ、地域経済循環システム

の確立を目指すという、これは知事の公約でも

あったし、我々も強い関心を昔から持っている
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ところで、私は離島が大好きなもんですから、

離島が大好きなことの一つには、離島というの

は、経済を見るのによくわかるんです。独立し

ていますから、お金の出入り、どうやって稼い

でどうやって出ていくかというのが非常にわか

りやすいんで、そういう意味でも、離島にちょ

くちょく行ってそういう目で見たりしているん

ですけれども、小林と西米良をモデルにしてや

られるということですが、これは大体いつごろ

の結論というか、人・物・金の流れを把握して、

入るを量って出ずるを制すと、地域を豊かにし

ていこうということだと思うんですが、いつご

ろ、何か報告書におまとめになって、もっとこ

の地域の取り組みをこうすれば、お金を外部か

ら取り込めるな、景気がよくなるなというよう

な提言書みたいなのをおまとめになるのか、

ちょっとイメージをわかりやすくしてほしいん

ですが。

○石崎中山間・地域政策課長 最近、市町村レ

ベルでも、いわゆる自分たちの地域の経済構造

を数字で把握して、施策を進めようという動き

が進んでおります。それの、まず、一つが、産

業連関表の作成ということでございます。現在、

この小林、西米良地域におきましては、事業者

あるいは住民に対するアンケートを実施してお

りまして、産業連関表作成に必要な、例えば売

上、どこから仕入れているか、住民レベルでは

買い物はどこでやるかといったようなことを把

握いたしまして、各種データを分析して産業連

関表をつくります。年内には、その結果、作成

の過程からその結果まで、先ほど申し上げまし

た研究会の中で随時お示しをいたしまして、あ

る程度の処方箋といいますか、例えば、小林、

西米良ではこういうことに取り組んでいくとい

いのではないかというところまでいきたいとい

うふうに考えております。

○ 原委員 おもしろいというか、非常にいい

取り組みだと思いますので、ぜひ頑張っていた

だいて、そのモデルで全県内の各地域の経済を

俯瞰していくということになるといいなと。こ

ういう場合、みやぎん経済研究所、私も所長に

１回話に行ったことがあるんですけれども、やっ

ぱり、本県の統計調査課、奥野課長がいらっしゃ

いますけれども、この統計が非常に役立ってい

るというお話でございまして、やっぱり統計が

しっかりしてないと、なかなか数字上の分析が

できないわけで、市町村の場合の統計というの

は、県はそういう統計調査課があってしっかり

やっているわけですけれども、市町村レベルの

統計というのはどうなんですか、しっかりして

いるんですか。市町村単位の、自治体を市町村

と見たときの統計レベルというのが果たしてど

うなんだという。

○奥野統計調査課長 ただいまの質問でござい

ますけれども、市町村の統計担当職員、資質と

言っていいでしょうか─についての御質問と

いうふうに理解しておりますけれども、私ども

は、毎年いろんなセミナーをやっております。

一般県民の方に対するセミナー、あるいは小中

学校に行きまして、統計教育出前教室、そういっ

たものを行っております。それ以外に行政職員

に対するセミナー、これを行っておりまして、

例えば、県の職員、そして、あわせて市町村、

そういった方々を一緒にしたような形でセミナ

ーを数回行っております。

特に市町村といいますか、行政職員の方々が

一番知りたがるのは経済波及効果です。この要

望が非常に多くございまして、それがまず一つ

です。あるいは県民経済計算でございますとか、

そういうところの要望が多うございますので、
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皆さんの要望を聞きながら、毎年数回行ってい

るところではございます。

市町村の職員の方々がどうかというお話では

ありますけれども、それは、県だけではなくて、

国のほうもいろいろ研修とか行っておりますの

で、そういう研修に積極的に行ってくださるよ

うにとか案内をやったりしておりますし、ある

いは、市町村だけではなくて、学校の先生とか

にも行っていただけるということで、私どもの

ほうで教育委員会と連携しながら行っていただ

けるように、つまり、行政、教育全ての面にお

いて、統計といったものを広く啓発をしていこ

うということで、いろんな機会を捉えまして、

いろいろ仕組みといいますでしょうか、そういっ

たものを考えているところではございます。

○ 原委員 市町村は大体統計の専門というの

は、担当部局は多分ないように私も思っていま

す。ところが、これからこういう細かいとこま

でやっぱり分析をしていくとなると、市町村は

市町村レベルのいろんな統計というのがやっぱ

り必要になるんだろうなと思っていまして、やっ

ぱり、そうなると統計の重要性というか、統計

をとることの重要性、データをとっていくこと

の重要性みたいなことになると思うんですけれ

ども、そのあたり、今おっしゃったように、指

導やいろいろセミナー等されているということ

ですから、より市町村は市町村レベルでそうい

う統計、技術が上がるような方策がまた必要な

のかなと感じましたので、そうすることが、ま

たこの地域経済の政策を研究をする上で、いろ

んな基礎的なデータをもとにできるということ

になると思うので、よろしくお願いしたいとい

うことで申し上げたところでした。

○石崎中山間・地域政策課長 私どもの事業で

も、このモデル地域の２カ所だけではなくて、

全市町村の担当者に御参加いただいております。

それは、やはりこういった手法を学んでいただ

くことによって、実際、今後進めていく総合戦

略の実施に役立てていただきたいということで、

研究会を開催するたびに、先進地、あるいは取

り組んでいる大学の教授等をお招きをしまして、

事例発表、セミナー等も行いながら進めていく

ということでやっているところでございます。

○ 原委員 ぜひそのあたり、やっぱり基本に

あるのは最終的には数字ですから、数字がもの

を言って、将来の推計等が出てくるわけですか

ら、よろしくお願いしたいと思います。

あと一つだけ、35ページ、郵便・ＡＴＭとい

うのがこの小さな拠点づくりの中であるわけで

すけれども、椎葉でしたか、特定郵便局がなく

なるという話がありました。あれはもうなくなっ

たんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 昨年度だったか

と思いますが、なくなったというふうに聞いて

おります。

○ 原委員 そういう場合の銀行の預け、引き

出し機関、こういうものはその小さな拠点をつ

くる上で、非常にお金の部分というのは大事な

ことだと思うんですが、郵便局がなくなった場

合、このＡＴＭ、恐らくセブンイレブンとかそ

ういうところもないですよね。どうされている

んですか。

○石崎中山間・地域政策課長 私どもの基本的

なスタンスとしては、やはり、できるだけそう

いう機能は残していっていただきたいというの

が基本的な考え方でございます。この小さな拠

点というのは、みんなバスで拠点となるところ

に出てきて、歩いて用事を一遍に済ませる。そ

ういう形もあるよねということで書かれており

ますけれども、基本的には、それぞれ事業者の
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事情というものはあるかとは思いますが、郵便

とかＡＴＭ、そういった日常生活に密接に関連

するものについては維持していただきたいとい

うのが基本的な考え方でございます。

○ 原委員 もう一つがガソリンスタンド、い

ろいろな制度が変わってなかなか採算がとれな

いということで、田舎のガソリンスタンドがど

んどんなくなっていってしまっているんですけ

れども、これもそのうち大きな中山間地域の社

会問題になるんじゃないかなと思っていますが、

どうお考えですか。

○石崎中山間・地域政策課長 確かに、ガソリ

ンスタンド、中山間地域において廃業するとこ

ろがふえております。それは、一つが、石油タ

ンクの関係で、その古い石油タンクをなかなか

更新できないということがあっての廃業、それ

が要因の一つでございます。これにつきまして

は、国のほうで事業者、あるいは市町村が所有

するタンクの更新に対する助成等を行っており

ます。また、過疎地域におきましては、過疎対

策の中で過疎対策事業債を使って、その更新等

を行うということもできます。県内では、県西

地区で１カ所過疎のスキームを利用して更新す

るというところが出ておりますので、私どもと

しましても、そういった事情をお聞きしました

ら、そういったいろんな支援策を御紹介するな

どして、対応してまいりたいと考えております。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

○宮原委員 この移住の実績が456世帯出ていま

すが、どのあたりが多いんですか、移住されて

いる市町村で言うと。

○石崎中山間・地域政策課長 この移住実績で

ございますけれども、この数字は、県あるいは

市町村が移住に際して何らかの相談等をお受け

して実現につながったというものを把握してご

ざいますので、実際はこれ以外にも移住されて

いる方はいらっしゃいます。

そういった中で、こちら現在取りまとめてお

りますのが、県内のブロックでちょっと取りま

とめているんですけれども、やはり、一番多い

のが、県央地区でございます。それから、県央

地区が、把握している数字の中では約50％を占

めます。次が県南地区でございます。約23％、

それから、県北地区、県西地区が約11％という

ふうなところでございます。

○宮原委員 こういった方というのは、仕事と

いう部分では、先ほど農業とかという話もあり

ますが、仕事としてはどういう仕事につかれる

のが多いのかな、それと、年齢層です。

○石崎中山間・地域政策課長 データによりま

すと、まず、年齢層についてでございますけれ

ども、30代が33％、20代が22％ということで、

この20代、30代で半分以上を占めております。

そのほか、40代が約14％、60代が11％という

ことで、リタイアした後に、移住あるいは戻っ

てこられるという方もおられます。

職に関しましては、やはり就農したいという

御希望があられる方はそれぞれいろんな、例え

ば、県でも就農希望者向けの講座等開催してお

りますので、そういったものを活用して就農さ

れる。多いのは、やはり県央部であると、多い

のはＩＴ関係とか、以前やっておられた仕事の

技術などを生かしながら、移住先でもそういっ

た関係のところに就職するという方も多いんで

はないかと考えております。

○宮原委員 456世帯来られて、それは、カウン

トとして、もうその時点で終わりなのか、456の

うち、転出をしてしまった方とか、そういうと

ころまで分析をされているんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 フォローアップ
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という点につきましては、これまでも議会から

もいろいろな御意見をいただいたところでござ

いまして、その後の移住した後の追跡というの

はなかなか難しい状況にございます。そういっ

た意味で、先ほど移住・ＵＩＪターンの強化の

中でフォローアップというのを上げたのは、で

きるだけせっかく移ってきたけれども、いろい

ろな事情でまた転出される方というのをできる

だけ少なくしていきたいということで、具体的

には、市町村では、中では移住者の会というよ

うなものが組織されて、いろいろとフォローアッ

プにつながっている事例もございましたので、

そういったような取り組みをそれぞれの市町村

においてやっていただきたいというふうに考え

ております。

○ 原委員 この資料とは直接関係ないんです

が、移住みたいな話ですけれども、東日本大震

災が４年前にございました。そのときに100名を

超して、宮崎県に避難をしてお住まいの方がい

らっしゃいました。その方たちはもうみんな地

元のほうにお帰りになったのか、あるいは、そ

の中でやっぱり宮崎がいいなということで宮崎

に定住された方がいないのか、何かデータがあっ

たら教えてください。

○石崎中山間・地域政策課長 ただいま具体的

なデータを持っておりませんが、いろいろとお

聞きしているところでは、例えば、東日本大震

災で宮崎に来られた方たちが残っておられて、

その方たちのサポートをするためのＮＰＯを立

ち上げた人たちがいらっしゃるというようなこ

とが報道等でも出ておりますので、残っておら

れる方もいるというのは確かだと思います。

○ 原委員 確かですか。

○石崎中山間・地域政策課長 ちょっと具体的

な数字は、ちょっと確認させてください。

○井手総合政策課長 東日本大震災の移住避難

者に関しましては、当県の避難者の掌握は危機

管理課のほうでやっておりまして、ちょっと私

のほうもその数字そのものは持ち合わせており

ません。ただ、現実に残っていらっしゃる方々

がおられまして、当課のほうでは、東日本大震

災のほうの支援事業ということで、そういう避

難者の方々向けの支援も行っておりまして、そ

こには何組かの家族の方々が来られております。

○ 原委員 残っていらっしゃるということで、

まだ何かデータを調べるようですけれども、じゃ

あ宮崎にそれだけ魅力があったということだと

思いますが、東海・東南海東京直下型大地震が

いろいろ想定される中で、あのときもいろいろ

市町村によっては、希望したけれども、空いた

住宅があるのに入れないとか、いろんなことも

あったわけですが、人様の不幸を喜ぶというこ

とじゃないんですけれども、逆に人様に喜んで

もらうように、そういう被災された方をいざと

いうときに宮崎に避難できるようなキャパを備

えておいて、そして、できたらもうそういうと

きにはすぐ宮崎のほうへおいでくださいと、避

難してくださいというようなシステムをつくっ

ておくのもどうかなというようなことをちょっ

と考えた部分がありまして、そういう質問をし

たところでした。

○石崎中山間・地域政策課長 データでござい

ますが、これは、復興庁が出しているデータで

ございますけれども、平成26年５月の時点で本

県への避難者237名と（「26年」と呼ぶ者あり）26

年５月現在です。最新の平成27年４月現在で231

名ということになっております。これは復興庁

のデータでございます。

○中野委員 今の中山間地域の現状と課題をこ

のように認識して、そして、この施策をすると
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いうことで、かなりページを割いて説明してい

ただきましたが、こういう政策をすれば、宮崎

県の人口は、ケース２に持っていけるというこ

とで認識していいということですか。

○井手総合政策課長 この中山間の施策そのも

のだけではないと思っております。総合戦略の

ほうはもっと広めに書いておりますので。その

中で、特に、中山間地域における施策を取りま

とめたのがこの資料だというふうに考えていた

だければと思います。

○中野委員 このほかいろいろ施策を講じて、

人口減少を食いとめる策がケース２です。それ

で、５年間の計画を立てていると。その一部が

これということで理解していいですね。

○井手総合政策課長 そのとおりでございます。

総合戦略のほうは、このほか、都市部における

子育て支援等も全部含まれていますので、少し

広めに書いております。

○中野委員 こういうことをしても、45年後の

西諸の人口はマイナス48％、南那珂はマイナス55

％、西臼杵に至ってはマイナス65％になるとい

うことですよね。西臼杵の人口は8,000人という

ふうに書いてあったように思いますが、何かま

だもっと方策が、施策がないもんですか。地域

はこのままでいいんですか。

○井手総合政策課長 お手元にその８地域の人

口推計、産業構造なる資料をお配りしておりま

す。その数字のことだと思います。これは、あ

くまで数学的なというと申しわけないですが、

コーホートという統計手法を使ったときのこう

いう条件下における推計を示したものでござい

ます。県市町村連携会議の場でございましたけ

れども、西米良の村長さんのほうから、十何年

前も同じような人口問題研究所の推計が出て、

西米良村は１０年後は800人を切るよみたいな推

計があった。でも、現在1,200人をまだまだ超え

ていると。やはり、施策というのは、意味合い

があるんだというような言葉をお力強くおっ

しゃっておりました。

我々としましても、これはあくまで統計上の

数字でございますので、こういうふうに至らな

いように施策を的確に打っていくということに

よって、これ以上の数値を目指していくことが

大事なのではないかと思っております。

○中野委員 そんな答弁ではだめですよね。そ

れなら、こういう施策を講じられない状態の人

口推計はケース１になるんですか。

○井手総合政策課長 申しわけありません。おっ

しゃるとおり、ケース２で推計した場合、例え

ば、西臼杵地域でございますと、総数的にいう

と64％の減という非常に厳しい数字になってお

ります。

○中野委員 いやいや、通常の施策を講じてお

ればケース１になるんですかということを聞い

たんですよね。

○井手総合政策課長 何もしなければというの

がやっぱりケース１、合計特殊出生率を上げて

若者の流出をとめていけばというのがケース２

でございます。地域によっては、もともとの若

者の数、その母数そのものが少のうございまし

て、なかなか数字そのものがシミュレーション

的に上がってこないところもあります。

ただ、個別の市町村の人口推計そのものにつ

いては、それぞれの市町村さんと十分話し合い

をしながら進めていかなければならないと思っ

ていますし、先ほど答弁しましたように、全体

として80万人超を目指すということであって、

それを宮崎一極集中みたいな形では進めたくは

ないというふうに考えております。

ただ、この数字、数字だけでみると非常に厳
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しい数字になっているということは理解をして

おります。

○中野委員 宮崎県全体で80万2,000人を何とか

キープしたいということでいろいろ努力される

と、したいということの説明であります。そう

いう中で、さっき言った３地域、西諸のマイナ

ス48％、南那珂のマイナス55％、西臼杵のマイ

ナス65％という数字は非常に厳しいですから、

人口が西臼杵は8,000人になるんです。そこに、

そういうところに何か特別じゃなくて、もっと

目が覚めるような施策を講じていただきたいな

と、その市町村とその地域で協議しながら、ぜ

ひそういうふうにしていただかないと、本当に

あなたたちがシミュレーションしたような形に

なっていくんじゃないかなと思っているんです。

企業もかなり誘致すると言いましたが、そうい

うところに特化してしていただきたいと思うん

です。もう宮崎にはつくるなという法律ぐらい

つくって、そういうところに誘致すると。だか

ら、やっぱりこの数千年来の地球の歴史は、都

市に人口が集まるという流れですから、この流

れをとめるということは、これはもう宮崎県一

つではできないことだと思うけれども、そうい

う中で、たかが１時間そこそこで行ける地域で

すから、西臼杵ももう１時間で行けますがね、

高速道路で移動すれば。言うなれば、もう通勤

可能です。そういうところにお互い住んでいる

わけだから、宮崎県は宮崎県で、そんなふうに

していただきたいなと思うんです。だから、こ

れじゃあえびのの人口も含めて、あなたたちが

シミュレーションした方向に行ってしまうん

じゃないかなと。あなたたちのシミュレーショ

ンでは西臼杵は8,000人です。延岡といえども、

これあんたたちの推計では10万を割ってしまい

ます。７万7,000人って書いてあったんじゃない

かな。そういうことにならないように、やっぱ

り宮崎はそのまま三十数万をキープするという

ことですから、ぜひ何か画期的な、今言った地

域への歯どめをしていただきたいと思うんです

が。

○茂総合政策部長 おっしゃるとおりだと思い

ます。人口シミュレーションは、以前、26市町

村全部減るという予想が出ていまして、その中

でも、宮崎市と三股町は比較的まだいいと。た

だ、それ以外、さっき言われたように、都城、

延岡を含めて減っていくという状況があります。

私どもこの大きな３市については、減っていっ

てもある程度維持できるのかなと思うんですけ

れども、今言われたような中山間地域、特に、

西臼杵とか西諸、このあたり今後どうなってい

くのかというのは、この数字見て私も非常に

ショックを受けたところなんです。ですから、

これをベースにしつつも、こうならないように

一生懸命やっていかないといかんと思っていま

す。

特に、中山間地域で今の総合戦略をつくって

ますけれども、中山間地域は今本当に厳しい状

況にありますので、じゃあどうやって維持して

いくのか、また減少を抑えていくのかというこ

とを今一生懸命知恵を絞っているところです。

我々としても、あと所得を100万円でも上げら

れないかなとか、まず、やはり経済だと思うん

です。そのあたりをいかに、少しでももっと元

気が出るようにやっていかなくてはいかんとい

うふうに思っています。

先ほど出ましたけれども、マイナス面で捉え

るんじゃなくて、少しでもプラス思考で、やは

り中山間地も頑張っているよということで、県

と市町村力で合わせて全力で取り組んでいきた

いと思います。
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○中野委員 特にさっきは企業誘致のことを言

いましたが、そこのところもしていただきたん

です。山間地であっても、徳島県のどこかは物

すごく誘致しているんです。１つ家があればで

きる企業もたくさんあるという話も聞きました

から、そういうことを含めて。しかし、基本的

には、林業、農業ですから、本当にそこで青年

がふえる、生活ができる政策を、施策をぜひやっ

ていただきたいと、このように思います。そう

しないと、本当に限界集落、それから、消滅集

落とか市町村というのになってしまいますので、

そうならないような政策をしていただきたい。

本当に目の色を変えてやっていただきたいとこ

う思います。お願いしておきます。

○髙橋委員長 ほかございませんか。

○来住委員 １つ基本的な問題でお聞きしてお

きたいと思うんですけれども、僕は学者でも何

でもありませんから、間違っていれば指摘して

いただければいいんですが、中山間地域にして

も、もともとその中山間地域がどうやって形成

されていったか、それは、結局、食料を求めて

人類がずっと中山間地のほうに行って、そして、

食料の増産をしていく。例えば、霧島の麓に開

拓地がありますけれども、戦後開拓が行われた

わけですが、いずれにいたしましても、そうやっ

て、日本の国民の食料をこれを自給する上で開

拓が行われる、または、そういう山間地に人々

が食料を求めて、耕作地を求めて広がっていっ

たんだろうとは思うんです。それは、大きな間

違いじゃないと思いますけれども、そういう山

間地が、人間が生活するようになったというの

は。まち・ひと・しごと創生総合戦略、これも

そうですし、それから、今お話しになった中山

間地域への政策もそうですけれども、私が思う

のは、今、中野さんの話がありましたけれども、

やっぱり食料の自給率を、国との関係になるん

ですけれども、食料の自給率を例えば、何年後

には50％に持っていくとか、何年後には55％ま

で引き上げるとか、そういう目標を持っていか

なければ、僕は中山間地の再生や維持は難しい

だろうなって思います。結局、食料を求めて人

間がそういう地域へ行って、それによって付随

して、人々がそこで生活を始めているわけです

から、そうするともともとの農業が現実にはど

んどん衰退をしていかざる得ない、もう食料自

給率がどんどん落ち込んでいったわけですから、

そこを全く抜きにしては、僕は語れないんじゃ

ないかと思うんです。やっぱり、現実には食料

自給率を、特に穀物です。穀物がやっぱり人間

のエネルギーの最大のものですから、そうする

と、穀物の自給が今３割とかいう状況ですから、

そういう意味で、食料自給率との関係でもっと

僕は議論を、政府の段階でもそうですし、各都

道府県や市町村の段階でもそういうのが議論に

ならないと、絵に描いた餅になるんじゃないか

なというふうに僕は思いますけれども、間違い

なんでしょうか。その辺ちょっとお聞きしてお

きたいと思います。つまり、食料自給率がこの

ままずっと下がっても仕方がないというところ

から、ここに全く手を打たずにいたんでは、僕

は厳しいと思いますけれども、その辺どうなん

でしょうか。

○井手総合政策課長 中山間地域の人口増加が

戦後開拓とリンクしているのではないかという

認識がまず委員からあったと思います。これは

そのとおりだと思います。私は、県庁に入りま

して最初の仕事が、その戦後開拓地のお仕事を

させていただいて、おっしゃるとおり、北諸か

ら西諸のほう、小林牧場第１工区から第５工区

まで、都城からえびのに至るまで霧島の北の麓

平成27年９月25日（金曜日）
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に広大な開拓財産がございます。生駒高原とか

のほうも開拓地でございまして、もともとは石

積みされて畑地、もしくは水田として開墾され

ていたところが、いまやその石積みを残したま

また山林化している状況を三十数年前にもう既

に見ております。廃屋も非常に多くなって、い

わゆる開拓集落がなくなってしまっている現状

も見てきました。

戦後開拓の一番の目標は、おっしゃるとおり、

食料増産と復員者への対応ということだったか

と思います。本県に対する入植も非常に多かっ

たというふうに把握をしております。

ただ、おっしゃるとおり、戦後の農政の中で

なかなか生産効率の低い開拓地での農業がなか

なか続けられないという状況もあり、開拓村は

だんだん少なくなっていっていたんではないだ

ろうかと。

食料の自給率そのもののお話を我々がこの場

でしているわけではないんですが、本県の総合

戦略上どう捉えているかと申しますと、やはり、

本県の産業構造は農林水産業に特化している。

特に、就業者人口、担い手の部分を見ますと、

国から見るととても高い数字を示しているとい

う意味で、やはり、農林水産業を基幹とした成

長産業化を進めなければ、本県の人口減少をと

めることはできないというふうに思いまして、

今回の総合戦略も農林水産業を成長産業化して

しごとを「興す」ということを掲げてます。

国としての食料自給率をどう設定していくの

かというのについては、私個人的にもやはり高

めにしないと食料の安全保障が非常に大事なの

で、それは声を大にして地方から言っていくべ

きだとは思っております。

○来住委員 農林業を基幹産業にするという点

では、これはもうずっと戦後、ある意味では宮

崎県ができて以来、ずっとその立場から物事が

進められてきたと思います。だから、農林水産

業を宮崎県の場合、それを基幹産業から、これ

を基本に宮崎県の発展を図るんだという旗を降

ろしたことは多分１日もないんだろうというふ

うに思います。しかし、現実には今のような状

況が起こっているわけです。

僕は開拓だけのことを言っているんじゃない

んです。いわゆる中山間地に、人間が、我々の

祖先がそういう中山間地に行ってそこで生活を

始める。それは、まさに食料を求めて、耕作地

を求めて行ったんだろうと思うんです。最初か

らそこで商売ができたわけじゃないですから、

やっぱり何といっても農業だと思うんです。

もちろん、かといって農業でも、例えば、反

当たり400キロの米をつくる、昔だったら、わか

りやすくいえば、全く人間の手作業で仕事をし

てたでしょうから、だから、反当たり400キロの

米をつくるのには、多くの人間の家内労働を必

要とした。しかし、当然、肥料だとか農薬だと

か農機具だとか、こういうものの発展が、前進

が始まって、当然、それは人間の労力としては

そんなに必要とせずに、400キロの米をつくれる

というように発展をしていった。ですから、そ

ういう意味じゃあ、生産量がどんどんふえてい

くということになれば、それだけの人が必要で

なくなりますから、だから、僕が言いたいのは、

一般的に食料自給率が上がれば、人口がすぐ減

らないとかって簡単なものじゃないと思います。

しかし、基本はそこに置いていかないと、現実

にはやっぱり中山間地だけではありませんけれ

ども、その辺については、皆さんだけじゃなく

て、宮崎県全体が、各市町村が農業を基本に置

かなくていいなんていうことをやったことは１

回もないし、ずっとやってきたんだと思います。
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しかし、それでも、ずっとこれほど落ち込んで

きいている。その現実は現実でやっぱりちゃん

と見ていかないと、それを全くもう除いて、そ

して、絵を描いてみても核心にならないと、今

僕は思うものですから、今述べたところなんで

すけれども、僕の言っていることは間違いかも

しれませんけれども。

○茂総合政策部長 人口について、今日本は人

口減少社会に入ってきているわけですけれども、

社会的にいうと人口はどんどん伸びています。

それと、一方で、報道にもありますけれども、

発展途上国でもだんだん食生活が豊かになって

きまして、最近はサンマも台湾とか中国がいっ

ぱいとるもんだから、日本の漁獲が減ってきて

いるという話もありますので、食料の確保とい

うのはこれから非常に大事になってくると思い

ます。

その中で、一方では、やはり中山間地域の農

業って非常に大事なんですけれども、なかなか

効率的に悪くて、集団化も難しいという現状が

あります。だから、そういうことを考えながら

取り組んでいかなくてはいかんと思っています

し、食料の確保というのは、やはりこれまで以

上に大事になってくると私も思います。

ですから、そのあたりは、自給率の設定の問

題もいろいろ、40％前後で今推移していまして、

国もそれを上げようとしてもなかなかできな

かったという現実がありまして、そのあたりの

設定については、やっぱりこれから非常に大事

な課題になってくると思います。

○髙橋委員長 よろしいですか。ほかございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、ないようですのでこ

れで終わります。執行部の皆様、お疲れさまで

した。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後０時４分休憩

午後０時６分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

次に、協議事項（１）県外調査についてです。11

月４日から６日に実施予定の県外調査ですが、

資料１をごらんください。

前回の委員会におきまして、県外調査先につ

いても正副委員長に御一任いただきましたので、

ごらんのような日程案を作成しました。

１日目は、ゆいまーる那須を訪問します。70

戸のサービスつき高齢者向け住宅ですが、居住

者と地域の方々が出資して物品販売を行うなど、

国が検討している日本版ＣＣＲＣの先行事例と

されている施設です。

２日目は、まず、那珂川バイオマス発電所を

訪問します。廃校となった中学校跡地に製材工

場とバイオマス発電所を設置し、発電の際の余

熱でマンゴー栽培等を行っているとのことです。

また、未利用木材を買い取る際に、地元商店街

などで使える地域振興券で支払う取り組みも

行っています。

次に、板橋区立企業活性化センターを訪問し

ます。中小企業の創業支援と経営改善支援で多

くの実績を上げ、現在全国に設置されておりま

すよろず支援拠点のモデルとされたとのことで

す。

３日目は、まず、総務省の外郭団体の地域活

性化センターを訪問します。ここれでは、地域

おこしのスペシャリストとして内閣府に認定さ

れている地域活性化伝道師から、当委員会の政

策提言につながるようなアドバイスや全国の事

例紹介等の話をしていただく予定です。
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最後に、高知県地産外商公社を訪問します。

同公社は、高知県の地産外商の推進母体として

設立され、県産品の県外への販路拡大やアンテ

ナショップの運営を通じて県外展開支援等に取

り組んでいます。当日は、アンテナショップの

視察を中心に行い、昼食もここでとる予定です。

調査先との調整もある程度進めさせていただ

いておりますので、できれば、この案で御了承

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合があるかもしれませんが、正副委員長

に御一任をいただきますようお願いします。

協議事項（２）の次回委員会につきまして

は、10月30日に開催予定をしております。次回

委員会での執行部の説明、資料要求について何

か御意見や御要望ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 特にないようですので、次回の

委員会の内容につきましては、正副委員長に御

一任をいただきたいと存じますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと存じます。

最後になりますが、協議事項（３）のその他

でございますが、委員の皆様から何かございま

せんか。

○中野委員 前に返ってしまいますが、もうこ

れは一任しましたから文句は言いませんが、那

須郡内泊というこれは那須の御用邸があります

よね、その近くなんですか。であれば、そこも

見てみたいな。これは、私は質問の中に宮崎県

で御用邸という質問をさせていただきました。

これどういうもんかなと、通りがけでもいいか

ら見たいもんだなと思うんですが。

○髙橋委員長 今、中野委員からありました御

要望につきましては、まだ確定をしてませんの

で、なるだけ中野委員の要望に応えるように正

副書記とも協議しながら（発言する者あり）、

検討いたします。

ほかございませんか。ありませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 次回の委員会は、10月30日午前10

時から予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。

それでは、本日の委員会は閉会いたします。

お疲れさまでした。

午後０時10分閉会


